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標準報酬月額 その他の改定  

前号までは、標準報酬月額の資格取得時決定、定時決定、

随時改定と順を追って解説しました。今号では、「産前産後

休業終了時」及び「育児休業終了時」の改定について紹介し

ます。 

１ 産前産後休業終了時の標準報酬月額改定 

  産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、次

の条件を満たす場合に、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後 3 か月間に受

けた報酬の平均額に基づき、4 か月目の標準報酬月額から改定することができま

す。産前産後休業が終了し、職場復帰後の勤務形態が、短時間勤務や部分休業等に

より報酬が低下した場合が想定されます。 

⑴ これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に 1 等級以上の差が

生じること(通常は 2等級以上)。 

⑵ 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後 3か月のうち、少なくとも 1か月に

おける支払基礎日数が 17日以上であること。 

   ただし、産前産後休業終了日の翌日に引き続き育児休業を開始している場合は

対象とならず、育児休業終了時改定をします。 

２ 育児休業終了時の標準報酬月額改定 

  育児休業等終了日に 3 歳未満の子を養育している被保険者は、標準報酬月額の

改定が行われます(改定の基本的なしくみは前述の産前産後終了時改定と同じで

す)(下図)。 
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３ 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置 

  次世代育成支援の拡充を目的として、子どもが 3歳までの間、勤務時間短縮等の

措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもを養育する

前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。 

養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基

づいて、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を算出

します。一方、保険料は、実際の低い標準報酬月額により負担します(下図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 健康保険・厚生年金保険の保険料免除 

 ⑴ 産前産後休業期間中の保険料免除 

   事業主からの申出により、産前産後休業期間中の保険料は、休業開始月から終

了予定日の翌日の月の前月まで、被保険者・事業主分とも徴収されません。これ

は、産前産後休業期間中の給与が有給・無給であるとを問いません。この免除期

間は、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 

 ⑵ 育児休業期間中の保険料免除 

   ⑴と同じく、育児休業期間中においても保険料の免除があります。保険料が徴

収されない期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。 

５ 子育て世代応援 

  これら制度は、要するに子育て世代を事業主と全被保険者とで応援するものとな

っています。 
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